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専 決 処 分 書  

 

 東日本大震災に係る東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難

のため転入した第１号被保険者の介護保険料について、国による財政

支援の延長をふまえて令和８年度においても引き続き免除等を行うた

め、東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に

係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の一部を改正することにつ

いて、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分する。  

 

 

 

 

                 令和８年４月７日   

 

                  岩沼市長   佐  藤  淳  一  

 

 

 

 

                   

承認第５号  



東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保

険料の免除に関する条例の一部を改正する条例 

 東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料

の免除に関する条例（平成２５年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「令和７年度」を「令和８年度」に改める。 

 第２条第２項第３号に次のように加える。 

ク 令和７年３月３１日に指定が解除された旧帰還困難区域 

 第２条第２項第４号中「令和６年中」を「令和７年中」に改める。 

第３条第１号中「平成２９年」を「平成３０年」に、「令和８年３月３１日」を「令和

９年３月３１日」に改め、同条第２号中「平成２８年中」を「平成２９年中」に、「令和

６年度」を「令和７年度」に、「令和８年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に、

「令和７年４月分」を「令和８年４月分」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入

者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、令和８年度以後の介護保険料

について適用し、令和７年度までの介護保険料については、なお従前の例による。 


